
※消費生活センターの出前講座をご希望の団体等は、

　 下記までご連絡ください。費用は無料です。

審な意 

 

                    

                    

174

光回線の契約トラブルに注意！光回線の契約トラブルに注意！

城里町消費生活センター
（城里町役場本庁舎 ２階 まちづくり戦略課内)

☎０２９-２８８-３１１１（内線２２６）

相談日：月～金曜日 午前９時～午後４時

　

  

＜事例＞

　 現在契約している事業者を名乗って「利用している

光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は

無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないならよい

と思い申し込んだ。

　 数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契

約している事業者ではなく別会社だった。室内工事

費として約３万円の記載もある。工事業者から 「工事

日が明後日に決まった」 と連絡があった。契約先や

契約内容がはっきりしないので解約したい。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０歳代）

＜ひとこと助言＞

①光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然

   として寄せられています。勧誘された際は、必ず

 　事業者名やサービス名を確認し、 連絡先を聞いて

   おきましょう。

②光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原

　 則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を

   説明する義務があります。事業者に書面の提出を

   求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで

　必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプ

　ションの有無、解約金などについてもよく確認しま

　しょう。

③ 必要がなかったり、説明を受けても内容が分から

　なかったりする場合はきっぱり断りましょう。 

④困ったときは、 お早めに消費生活センターなどに

　ご相談ください。

　　　 　　　　　　　　　　　☎消費者ホットライン　１８８

　

＜事例＞　

  パソコンを使用中に 「ウィルスに侵された」 と警告

画面が表示されて動かなくなった。大手ソフトウェア

会社のロゴマークなどとともに電話番号が表示された

ので、電話をすると 「遠隔操作で復旧させるのにサ

ポート契約が必要」 と言われた。その契約のために

はコンビニで電子マネーを購入し、番号の入力が必

要とのことで、５万円分を購入して入力した。 しかし、

「入力間違いで無効になった」 などと言われ、 何度も

購入と番号の入力をさせられ、 最終的に約６０万円

も支払ってしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳代、女性）

＜ひとこと助言＞

①パソコンやスマートフォンでインターネットを利用中

　 に、 突然 「ウィルスに感染している」 などの偽警告

　　画面や偽警告音が出て、表示された電話番号に

　 電話すると、 有償サポートやセキュリティソフトなど

　 を契約するように言われたという相談が多く寄せられ

　 ています。

②インターネットを利用中に、突然警告画面や警告

　 音が出たら、 慌てずに、 まずは偽物ではないかと

　 疑いましょう。 表示された電話番号には絶対に連

　 絡しないでください。 自分で判断できない場合は、

　 周りの人に相談しましょう。

③ 指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに

　 同意したり、 サポート契約などの支払いのためにと、

　　プリペイド型電子マネーなどの購入を求められても

　　応じてはいけません。

④契約や解約について困ったときは、 すぐに消費者ホ

　 ットライン (☎１８８)に、 警告画面の消去方法などの

　 技術的な相談については、 独立行政法人情報処

　 理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口

　 (０３-５９７８-７５０９)にご相談ください。

 　 老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）は、

２０歳から６０歳になるまでの４０年間保険料を納

めなければ、満額の年金を受け取ることができま

せん。納め忘れなどにより保険料の納付済期間が

４０年に満たない場合は、６０歳から国民年金保険

料を納めることで、老齢基礎年金を増やすことが

 できる「任意加入制度」があります。

加入条件　次の①～④のすべてに該当する方

 ①国内に住所を有する６０歳以上６５歳未満の方

 ②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方

 ③保険料の納付済期間が４０年（４８０月）未満の方

 ④厚生年金保険などに加入していない方

 　 また、年金の受給資格期間（原則１０年以上）を

 満たしていない６５歳以上７０歳未満の方や、海外

 に在住する日本人で６５歳未満の方も任意加入

する ことができま す。詳略は、お問い合せくだ

さい。

 問合せ  国保年金課　

 　　　　　☎０２９-２８８-３１１１(内線１４０）

　  　　　　水戸南年金事務所　国民年金課

　  　　　　☎０２９-２２７-３２７８

　ご存じですか？
  国民年金の任意加入制度について

　　　　 広報しろさと お知らせ版     　　　　　　　　　　　　　               koho@town.shirosato.lg.jp　４2026.5

２１０

▷有限会社茨城シー・ティー・ヴィー・サービス　様　

　　地域福祉向上のため　　　　　　　　　　　５０，０００円

▷中妻第二自治会　様　　　　　　　　　　　　　　

　　地域福祉向上のため　　　　　　　　　　　  ６，７２３円

▷匿名

   　地域福祉向上のため　　　　　　　　　　　  ６，０００円

▷匿名

   　地域活動支援センター活動のため　　　 菊芋３０㎏　
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